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 佐賀県告示第 360号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12

年法律第 57号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次のとおり土砂

災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定する。 

  平成 26年９月 12日 

               佐賀県知事  古  川     康    

所在地 
土砂災害警戒区域及び土砂災害特

別警戒区域の名称 

土砂災害

の発生原

因となる

自然現象

の種類 

土砂災害警戒区域

及び土砂災害特別

警戒区域の区域並

びに土砂災害特別

警戒区域にあって

は自然現象により

建築物に作用する

と想定される衝撃

に関する事項 

嬉野市

嬉野町

大字下

宿 

内野山２（443Ⅰ-013） 

内野山１-１（443Ⅰ-014_1） 

内野山１-２（443Ⅰ-014_2） 

内野２（443Ⅰ-015）  

内野１（443Ⅰ-016）  

温泉二区１（443Ⅰ-017） 

内野３（443Ⅰ-019）  

焼山（443Ⅱ-042） 

内野山３（443Ⅱ-043） 

内野山４（443Ⅱ-044） 

内野山５-１（443Ⅱ-045_1） 

内野山５-２（443Ⅱ-045_2） 

内野山６-１（443Ⅱ-046_1） 

内野山６-２（443Ⅱ-046_2） 

内野山７（443Ⅱ-047） 

内野山９（443Ⅱ-048） 

内野山 10（443Ⅱ-049） 

内野山 12（443Ⅱ-050） 

内野山 13（443Ⅱ-051） 

内野４（443Ⅱ-052）  

内野山 14（443Ⅱ-053） 

内野住宅１（443Ⅱ-054） 

急傾斜地

の崩壊  

次の図のとおり 
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 内野住宅２（443Ⅱ-055） 

内野住宅３（443Ⅱ-056） 

内野７（443Ⅱ-057）  

内野８（443Ⅱ-058）  

内野９（443Ⅱ-059）  

内野６（443Ⅱ-060）  

内野 10（443Ⅱ-061） 

内野 11（443Ⅱ-062） 

内野 12（443BⅡ-003） 

   

白仁田川（443Ⅰ-031） 

惣座川１（443Ⅰ-032） 

内野山川（443Ⅰ-033） 

高尾下川２（443Ⅰ-035） 

道徳川１（443Ⅰ-036） 

一本松川１（443Ⅰ-037） 

高尾下川４-１（443Ⅱ-021_1） 

高尾下川４-２（443Ⅱ-021_2） 

高尾下川４-３（443Ⅱ-021_3） 

山ノ成川（443Ⅱ-022） 

三本松川２（443Ⅱ-023） 

土石流  

 （「次の図」は、省略し、その図面を佐賀県県土づくり本部河川砂防課及び杵

藤土木事務所に備え置いて縦覧に供する。） 


